
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

登録制度の導入について



フェリー、離島航路等

スクールボート等

一般旅客定期航路事業（許可）

特定旅客定期航路事業（許可）

対外旅客定期航路事業（届出）
国際航路等

人の運送をする不定期航路事業（届出）

遊覧船・屋形船等

海上タクシー等

人の運送をする
貨物定期航路事業（届出）

RORO船等

対外旅客定期航路事業（登録）

貨客定期航路事業（登録）

一般不定期航路事業（登録）

登録制の対象となる事業

事業の届出制度から登録制度に改め、事業停止や事業取消の行政処分の対象とするとともに、欠格事由
の該当確認を行う。

【スケジュールのイメージ】

令和９年度令和８年度令和７年度令和６年度

既存事業者

新規事業者

登
録
制
開
始

新たに事業を始める場合は、登録申請

経過措置期間中に、登録申請事業開始の届出

【事業区分の変更】

旅客不定期航路事業（許可）
（旅客定員13人以上）
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□□丸△△号○○丸

30トン５トン19トン総トン数

123456234-56789神奈川123-45678東京船舶番号又はこれに
代わる番号
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○○港着□□港着△△港発△△港着○○港発

18：0009：0007：3007：0006：00

○○港着□□港着△△港発△△港着○○港発

17：0010：0008：3008：0007：00

・・・・・

・・・・・
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親会社等

グループ内別会社等登録申請者

事業の支配・重大な影響

密接関係者の範囲

事業の支配・重大な影響

子会社等 これらが許可・登録の取消処分を
受けた場合、処分から５年欠格

事業の支配・重大な影響
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１． 1年以上の懲役又は禁固刑を受けた者 （欠格期間:執行終了から５年）
２． 許可・登録の取消処分を受けた者 （欠格期間:取消処分から５年）
３． 密接関係者（親会社等）が許可・登録の取消処分を受けた者 （取消処分から５年）
４． 処分逃れの廃業を行った者 （廃止届出の日から５年）
５． 法定代理人が１・２・４に該当するとき（申請者が未成年者等である場合） （５年）
６． 申請者（法人）の役員が１・２・４・５に該当するとき （５年）

・ 許可事業者であれば、欠格事由による一定の参入規制、重大な法令違反等を起こした事業者に対する許可
取消等の行政処分の対象としている。
・ 他方で、届出事業者の場合は、欠格事由の規定がないため、事前に参入を規制する規定がない。また、事業
取消、事業停止といった行政処分の対象となっていないため、運航が継続できてしまう。

重大な法令違反等を起こした事業者に対して、輸送の安全の確保に関する命令に加え、下記の行政処分を
対象とする。

・ 登録の取消処分
・ 事業停止命令
・ 船舶等使用停止命令 12
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・ 施行日の前日（令和７年３月31日）までに届出を行っている者は、２年間（令和９年３月31日）登録
を受けなくても、引き続き事業を営むことができる。
・ 登録を受けず、引き続き事業を営むことができる経過措置期間（２年間）内においても、みなし登録事業者
として、登録の取消処分、事業停止命令及び船舶等の使用停止命令の対象となる。

令和７年３月３１日
届出制度終了

登録申請書は早めのご提出を!

令和7年4月1日（予定）
（登録申請受付開始）

令和9年3月31日（予定）
（登録申請提出期限）

令和7年4月1日 登録制度開始

登録申請を2年以内に提出

令和9年3月31日

経過措置（移行）期間終了

登 録
又は
登録拒否

令和９年３月31日までに提出した登録申
請書が審査中となっている届出事業者は、
登録又は登録拒否までの期間について、引
き続き事業を営むことが出来る。

【経過措置期間２年間】

登録事業者（登録簿への登録・公表）
新規事業者
経過措置なし

令和9年3月31日時点で登録審査中の申請
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・ 令和６年４月１日より旅客不定期航路事業のうち、小型船舶（総トン数20トン未満）のみをその用に供する旅客
不定期航路事業（第２号許可）が新設され、事業許可更新制度を導入されたところです。
・ 令和６年４月１日以前から当該事業を営んでいる事業者におかれましては、令和９年３月31日までに第２号許可へ
の認可申請が必要となります。

・第２号許可への円滑な移行のため、早期の認可申請にご協力をお願いいたします。

認可申請書は早めのご提出を!

令和6年4月1日
（認可申請受付開始）

令和9年3月31日
（認可申請提出期限）

令和6年4月1日 許可更新制度開始

認可申請を3年以内に提出

令和9年3月31日

経過措置（移行）期間終了

認 可
又は
認可拒否

令和９年３月31日までに提出した認可申
請書が審査中となっている小型船舶旅客不
定期航路事事業者は、認可又は認可拒否ま
での期間について、引き続き事業を営むこ
とが出来る。

【経過措置期間３年間】

小型船舶旅客不定期航路事業者（許可更新制）
新規事業者
経過措置なし

令和9年3月31日時点で審査中の申請
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